平成21年12月10日改訂版
個人の氏名の文字の取扱いについて
建設業許可申請及び届出に係る個人の氏名の文字については、従前より戸籍の文字を記載していただくこととしておりますが、その取扱いを次のとおり明確にしました。

（個人の氏名の文字の原則）
１　建設業許可申請及び届出の各様式に記載する個人の氏名の文字については、戸籍（外国籍の方の場合は外国人登録原票に記載されている本名及び通称名のいずれか）上の文字を使用してください。

（申請又は届出時における各様式の個人の氏名の文字の訂正）
２　建設業許可申請又は届出時に、個人の氏名の文字が戸籍（外国籍の方の場合は外国人登録原票に記載されている本名及び通称名のいずれか）上の文字と異なることが判明した場合は、担当者が訂正箇所に審査・確認印を押印し、戸籍（外国籍の方の場合は外国人登録原票に記載されている本名及び通称名のいずれか）上の文字に訂正します。
ただし、建設業許可申請及び届出の各様式中、押印を伴う箇所（申請者、届出者及び証明者の欄、略歴書の署名捺印欄）については文字の訂正は行わないこととします。

また、審査・確認印に替えて、申請者の印又は行政書士の印での訂正も可能とします。

（申請又は届出時に、前回の申請又は届出時の個人の氏名の文字を訂正する場合）
３　建設業許可申請又は届出において、前回の申請又は届出時の個人の氏名（代表者、経営業務管理責任者、専任技術者及び国家資格者等）の文字と戸籍（外国籍の方の場合は外国人登録原票に記載されている本名及び通称名のいずれか）上の文字が異なる場合は、従来は変更届を提出していただいておりましたが、今後は変更届の提出は不要とします。

（申請又は届出時以外で、前回の申請又は届出時の個人の氏名の文字を訂正する場合）
４　現在有効な許可について、申請又は届出時以外で、前回の申請又は届出時の個人の氏名（代表者、経営業務管理責任者、専任技術者及び国家資格者等）の文字を戸籍（外国籍の方の場合は外国人登録原票に記載されている本名及び通称名のいずれか）上の文字に訂正する場合（申請又は届出時を除く）は、訂正等の届出書を提出してください。
（個人の氏名の文字以外で誤りが判明した場合の各様式の訂正）

５　建設業許可申請又は届出時に、個人の氏名の文字以外で、添付書類等で確認できる明らかな誤りが判明した場合は、訂正箇所に審査・確認印を押印して、担当者が訂正します。
審査・確認印に替えて、申請者の印又は行政書士の印での訂正も可能とします。


「申請等の手続きの明確化（個人の氏名の文字の取扱い）」ＦＡＱ

Ｑ１　国家資格者等として登録しようとする者について、国家資格者を証明する書面上の氏名と戸籍上の氏名の文字が異なる場合は、どちらの文字で登録すればよいですか？

Ａ１　国家資格者を証明する書面等において、旧字体や異字体により氏名が記載されている場合であっても、戸籍上の文字で申請してください。なお、戸籍謄本等は必要ありません。

　Ｑ２　申請や届出時において、個人の氏名の文字以外でも明らかな誤りが判明した場合は訂正するとされていますが、個人の氏名の文字以外とはどのような事項を指すのですか？ 

Ａ２　押印を伴う箇所（申請者、届出者及び証明者の欄、略歴書の署名捺印欄）以外の箇所で、添付書類等で明らかな誤りとわかる全ての箇所を指します。具体的には、役員の就任の日や生年月日などが該当します。

　Ｑ３　文字の訂正において、行政書士の印での訂正ができるとされていますが、書類作成や過誤訂正の委任を受けた行政書士の職印以外に、行政書士事務所の事務員の認印でも訂正できますか？

　Ａ３　原則としては、委任を受けた行政書士の職印とします。ただし、申請書等の表紙の「担当者・申請代理人」欄に、代理人の行政書士名に併せて当該行政書士事務所の事務員の氏名が併載されている場合には、当該事務員の認印も可とします。






